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【人事案件・編集後記】

 

 

　節
分
を
迎
え
た
こ
の
春
の

良
き
日
、市
内
随
所
で
紅
梅
、

白
梅
と
も
に
咲
き
揃
い
、市
民

の
皆
様
方
も
穏
や
か
な
新
年

を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。

　議
会
の
中
身
を
よ
く
知
っ

て
も
ら
お
う
と
昨
年
11
月
に

「
飛
び
出
せ
議
会
！
議
会
報

告
会
」を
各
地
域
で
開
催
し

ま
し
た
。意
見
交
換
会
の
場
で

は
国
民
健
康
保
険
の
問
題
や

空
き
家
の
管
理
が
話
題
と
な

り
、活
発
な
意
見
が
出
さ
れ

ま
し
た
。

　私
た
ち
市
議
会
は
、よ
り

暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り

を
市
民
の
皆
様
方
と
と
も
に

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　本
年
も
市
民
の
皆
様
の
ご

指
導
、ご
鞭
撻
、ま
た
ご
愛
読

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
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實
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田
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也

　人
権
擁
護
委
員
と
し
て
、

左
記
の
方
を
選
任
す
る
こ
と

に
つ
い
て
同
意
し
ま
し
た
。
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３月議会
会期日程（予定）

2月26日

27・28日
3月1・4・5日

6日

7・8日
11日

12～14日
15日

18・19日
21日

◇開会
・会期の決定
・会議録署名議員の指名
・施政方針
・議案等の上程
・提案理由の説明
・発議案審査
・特別委員会の設置
・特別委員会委員の選任
・特別委員会
 (考案日)
・一般質問
・議案等の質疑
・議案等の委員会付託
・常任委員会
・常任委員会
・特別委員会
・予算審査特別委員会
（予備日）
（事務整理日）
・議案等の審議
・諸般の報告
◇閉会　

３月定例会の会期日程は、２月2１日(木)
開催予定の議会運営委員会で変更になる
場合があります。

インターネットで議会を見よう!!
　議場での会議の様子をライブ中継でご覧いただけます。また、会議
録、市議会だよりや、本会議の録画映像を掲載しています。朝倉市の
ホームページ（http://www.city.asakura.lg.jp/）から「市議会」
をクリックし、お進みください。

請願書・陳情書請願書・陳情書
　請願や陳情で皆さんの意見や要望を、直接、議会に伝えることができます。受付は随時行っていますが、原
則として「議会運営委員会の前々日までに受け付けたもの」をその定例会で審議することとなります。期日に
ついては議会事務局までご確認ください。提出された請願は所管の常任委員会に付託され審査されます。そ
の結果、採択された請願・陳情の内容は、関係機関に送り実現を要請します。なお、審査結果は閉会後に提出
者に文書（ハガキ等）で通知します。

　請願書は、地方自治法第124条に規定されており、誰でも提出することができます。請願をするには議員１
人以上の紹介が必要で、紹介議員本人の署名又は記名押印が必要です。

　陳情書は法律には規定されていませんが、朝倉市議会会議規則により、請願書と同様に処理することとし
ています。（紹介議員は必要ありません。）なお、市外の方からの提出分は参考資料として全議員に配付する
のみとなります。

請願書

陳情書

インターネットで議会を見よう!!
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